
学校施設長期保全計画改定素案 
に関する意見募集について 

 

 

 

 

１ 意見の募集期間 

令和７（2025）年１１月２６日（水）〜令和７（2025）年１２月２５日（木） 
※ 郵送の場合は、当日消印有効です。 
※ 持参の場合は、土・日曜、祝日を除く、８時 30 分〜正午、13 時〜17 時 15 分の時間帯でお持ちくださ

い。 
 
２ 資料の閲覧場所 

・ 教育委員会事務局教育環境整備推進室（川崎市役所南庁舎 4 階） 
・ かわさき情報プラザ（川崎市役所本庁舎復元棟２階） 
・ 各区役所・支所及び出張所の市政資料コーナー 
・ 教育文化会館及び市民館（本館・分館） 
・ 図書館（本館・分館） 
・ 川崎市ホームページ 

https://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/880/0000181436.html 
 

３ 意見の提出方法 

住所、氏名（団体の場合は、名称及び代表者の氏名）及び連絡先（電話番号、住所又はメールアドレス）を
明記の上、次のいずれかの方法で御意見をお寄せください。書式は自由です。 
（１） 郵送  〒210-8577 川崎市川崎区宮本町１番地  

     教育委員会事務局教育環境整備推進室 
（２） 持参  教育委員会事務局教育環境整備推進室（川崎市役所南庁舎４階） 
（３） ＦＡＸ 044-200-3679 
（４） オンラインフォーム 

市のホームページから専用のフォームを使って送信してください。 
 

４ 注意事項 

・ お寄せいただいた御意見に対する直接の回答はいたしませんが、市の考え方を整理した結果を市のホームペー
ジにて公表します。 

・ 個人情報については、提出された御意見の内容を確認する場合に利用し、個人情報の保護に関する法律その
他の関連規定に基づき、厳重に保護、管理されます。 

・ 電話や来庁による口頭での意見等は受け付けておりませんので御了承ください。 
 
５ 問合せ先 

川崎市教育委員会事務局教育環境整備推進室 
電話︓０４４－２００－０３６２  ＦＡＸ︓０４４－２００－３６７９ 

川崎市の市立学校については、「学校施設長期保全計画」に基づき、校舎や体育館などの学校施設の 
長寿命化を進めています。 

この度、本計画の第１期取組期間の成果や課題等を踏まえ、第２期取組期間の進め方等について、
「学校施設長期保全計画改定素案」を取りまとめましたので、広く市民等からの意見募集を実施します。 
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